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いつも明るく粘り強く活躍されている

ＪＡＬ争議団のみなさまに敬意を表しま

す。 

 愛媛で活動されている林さんの説得力

あるお話は、いろいろな事を気づかせてく

れます。突然解雇されたら、私は、家族は、

どうなるのだろう？本当に大変な思いを

されたのでしょうね。 

 今、パイロットの乗務前の飲酒が問題に

なっています。ちょっと見方を変えれば、

パイロットは飲酒をしないと眠れないほ

ど過酷な状況で働かされているのではな

いかと心配になります。ひとたび事故が起

きると個人の問題にすり替えられてしま

いがちですが、健康で安全な状況下で働け

ているのかどうか、見直されないといけま

せん。 

ＪＡＬ争議団のみなさんの運動が、健全

に働ける環境を守るため先陣をきって続

けられていると言っても過言ではありま

せん。 

 日本中の働く者が安心して働けるよう

になるためにも、ＪＡＬ争議の勝利を心よ

り応援します。 
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る
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を
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な

い

ま

ま

争

議

生

活
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回

目

の
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を

迎

え

た

。

市

の

中

心

に

あ

る

松

山

城

を

囲

む
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堀
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は
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と

と
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迎
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間

も

な

い

１
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Ｊ
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を
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け
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あ
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立

た

れ

た

。

享
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。
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大
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き
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」

と

、

暖

か

い

笑
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で

熱
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に
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し
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下
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り

、

パ
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。
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葉
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、
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っ
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ど
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狭
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ま
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た
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は

間

違

い

な

い

。

 
 
 
 

（

裏

面

へ

続

く

）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ

の

時

の

お
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を
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、
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を
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て

家
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た
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介
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た
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が
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Ｔ
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な
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組
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に
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り
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く
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せ

ず

、
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続

け

て

ほ
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い

） 

「

あ

る

一

時
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け
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る

事

は

誰

に

で

も

で

き

る

が

、

諦

め

な

い

事

は

理

性

と

知

性

が

な

け

れ

ば

で

き

な

い

。
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を

あ

げ
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け

る
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と
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勇
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と
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が

な
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と

で

き

な

い
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を
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に

必

要

な

も
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を
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え

ら

れ

た

。

 

2012012012019999 年年年年 3333 月月月月 22220000 日日日日                                                             No.No.No.No.40404040    

本

物

の

思

考

と

行

動

こ

そ

が

理

不
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を

覆

し

、

社
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を

良

く

し

て
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く

力

に

な

る
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な
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を
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！
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託

の

な

い

あ

の
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に

応

え

る

た

め

に

も

・

・

・
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先

生

、

心

か

ら

あ

り

が

と

う

。

 

昨年 10 月 29 日（現地時間 28 日）ロンドン発東

京行の日航 44 使に乗務する副操縦士から規定値を上

回るアルコールが検出されました。当該副操縦士には

禁固 10 ヵ月の刑罰が科せられ、現在もロンドンで服

役中です。その後も航空各社でパイロットの乗務前の

飲酒事例が相次いで報告され、去る 12 月 21 日には

日本航空に対して事業改善命令が出され、同日に全日

空など４社には厳重注意の行政指導がありました。安

全と安心を提供すべき公共交通機関で乗務前に規定

違反をして飲酒する行為は絶対に許されるものでは

ありません。現在飲酒問題の対策として乗務前の飲酒

時間制限、アルコール検査の厳密化と罰則の強化が行

われています。対策は当事者が納得してこそ効果を上

げるものです。ところが日航では、事件発覚以前のケ

ースについても遡って新基準で処分をするとしてい

ます。まさに“勇み足”で、これでは「刑罰法規の不

遡及」にも反する行為となり、現場が反発して信頼関

係が損なわれるのではないかと心配です。 

 私は、日航のロンドンの事件で、安全の基盤となる

「自由にものが言える職場」が醸成されていないので

はないかと疑問を持ちました。一つは送迎バスのドラ

イバーに指摘されるまで､同乗する２名の機長が声を

上げなかった点です。 

二つ目は、会社が代わりの副操縦士を起用せずに２

名の機長だけで 14 時間 54 分も勤務させたという点

です。こうした原因について明らかにすることは、飲

酒問題だけでなく運航

の安全を確保する上で

大変に重要なことだと

思います。 

 パイロットの飲酒問

題では、国土交通省や航空会社にその背景に着目して

もらいたいと思います。2020 年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックを控えて、外国人旅行者の増加も

あって航空旅客の需要は大変旺盛です。しかし、一方

では慢性的なパイロット不足による高稼働に加えて、

羽田空港の 24 時間化での徹夜便・長距離便の増加、

時差やストレスといった問題があります。人員不足に

ついて言えば、日航は 2010 年の大みそかにベテラン

パイロット 81 名と客室乗務員 84 名を整理解雇しま

した。加えてその後に 200 名以上ものパイロットが

白主退社しています。会社側はパイロット不足を補う

ために年間乗務制限を 60 時間延長したものの、パイ

ロット不足は解消できず、航空身体検査基準に不適合

で乗務を中断しているパイロットが毎月 70 名にも達

しているような状況です。整理解雇の過程での会社の

違法行為が最高裁で確定しましたが､８年経った現在

でも争議が続いています。社員との信頼関係の確立も

安全にとって不可欠な要素ですから、早期の解決が望

まれます。パイロットの飲酒問題は、管理強化と厳罰

化だけで解決する問題ではない側面があります。私

は、再発防止を目的とした航空機事故調査と同様な手

法で、背景も含めたあらゆる角度から、調査・分析を

して対策を講じることが必要だと思います。 


